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長野市住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、長野市耐震改修促進計画に基づき、耐震改修の実施の促進を図る

ため、市内に存する既存木造住宅の所有者から耐震診断の申込みがあった場合に、

耐震診断士を派遣して住宅耐震診断を実施することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語の定義）  

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 耐震診断士 長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録されている者をいう。 

(2) 既存木造住宅 次に掲げる要件全てに該当する住宅をいう。 

 ア 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123号。以下「法」

という。）第５条第３項第１号に規定する既存耐震不適格建築物のうち、建築

物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令第 429号）第３条に規

定（ただし書きを除く。）する耐震不明建築物（昭和56年５月31日以前に新築

の工事に着手したものに限る。）に該当する住宅（店舗等の用途を兼ねるもの

であって店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものを

含む。）で、市内に存するもの 

  イ 在来軸組構法の平屋又は２階建ての住宅 

ウ 長屋及び共同住宅以外の個人が所有する住宅 

エ 一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法に基

づく一般診断法により耐震診断を行うことができる住宅 

(3) 耐震診断 法第２条第１項に規定する耐震診断をいう。 

(4) 住宅耐震診断 長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断士が実施

する耐震診断をいう。 

(5) 総合評点 前号に規定する住宅耐震診断により得られた上部構造評点をいう。 

(6) 耐震改修 法第２条第２項に規定するものをいう。 

(7) 住宅耐震改修設計 住宅耐震診断の結果に基づき、既存木造住宅の耐震性能の

向上を目的とした耐震改修工事（改築及び敷地の整備を除く。）の図面、仕様 

書、積算見積書、住宅耐震診断書等を作成することをいい、住宅耐震診断の総合

評点が 1.0未満の既存木造住宅について、住宅耐震改修工事（長野県建築物構造

専門委員会において、これと同等の耐震性能が向上すると認められた工事を含 

む。）後の総合評点が 0.7以上かつ住宅耐震改修工事前の総合評点を超えるもの

をいう。 

(8) 住宅耐震改修工事 前号に規定する住宅耐震改修設計に基づき、壁の修繕又は

模様替等を主として行う工事のことをいう。 

（事業対象者） 

第３ 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 

(1) 既存木造住宅を所有し、かつ、居住している者（居住する予定の者を含む。） 
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(2) 現に入居している者がいることが確認できる賃貸の既存木造住宅を所有してい

る者 

 （事業内容） 

第４ 市長は、前項に規定する事業対象者に対し、住宅耐震診断を実施するための耐

震診断士を派遣することができる。 

２ 前項の規定により派遣された耐震診断士は、住宅耐震診断の実施及び結果の報

告並びに参考となる耐震改修工事の補強方法の提案及び概算工事費等の説明を、

事業者に行うものとする。 

 （派遣の申込） 

第５ 第３に規定する事業対象者で、耐震診断士の派遣の申込みをする者（以下「申

込者」という。 ）は、長野市住宅耐震診断士派遣事業申込書（様式第１号）又は市

長が認めた様式（以下「派遣事業申込書等」という。）を、市長に提出するものと

する。 

（派遣の決定） 

第６ 市長は、申込者から派遣事業申込書等が提出されたときは、内容を審査したう

えで受理し、耐震診断士の派遣の可否を決定し、申込者に通知するものとする。 

 （派遣の中止等） 

第７ 耐震診断士の派遣の決定の通知を受けた者（以下「派遣決定者」という。） 

で、耐震診断士の派遣を中止又は廃止する者は、速やかに長野市住宅耐震診断士派

遣事業中止（廃止）申出書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

 （派遣の取消し） 

第８ 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診

断士の派遣を取り消すものとする。 

 (1) 虚偽の申込みその他の不正な行為により、耐震診断士の派遣の決定を受けたと

き。 

 (2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （費用の請求） 

第９ 市長は、第７及び第８に規定する耐震診断士の派遣を中止、廃止又は取り消し

た場合で、既に住宅耐震診断が実施されているときは、派遣決定者に対して、当該

住宅耐震診断に要した費用の支払を命じるものとする。 

（診断結果の報告） 

第10 耐震診断士は、住宅耐震診断を実施したときは、速やかに報告書を市長に提出

するものとする。 

２ 市長は、提出された報告書を派遣決定者に送付するものとする。 

 （指導等） 

第11 市長は、申込者及び耐震診断士に対して必要な場合は、指導又は助言をするも

のとする。 

（補則） 

第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（平成17年３月10日長野市告示第 156号） 
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 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年２月７日長野市告示第41号） 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日長野市告示第199号） 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月25日長野市告示第80号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月27日長野市告示第 650号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使

用することができる。 

附 則（令和５年３月27日長野市告示第 112号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５関係） 

 

年  月  日 

 

長野市住宅耐震診断士派遣事業申込書 

 

 

   長野市長     宛 

 

申込者 住 所 

フリガナ 

氏 名               

連絡先（電話） 

 

 

 私が所有する木造住宅の耐震診断を希望しますので耐震診断士の派遣を、次のとお

り申し込みます。 

併せて、建築年及び所有者等の確認のため、固定資産課税台帳（家屋台帳又は家屋

補充台帳）を閲覧することに同意します。 

 

所 在 地 
〒 

 

建 築 年 
昭和56年５月31日以前 ・ わからない 

（    年  月ごろ） 

構 造 在来軸組構法 ・ わからない 

階 数 平屋 ・ ２階建て 

簡易耐震診断の

結果 

診断年月日    年   月   日（整理番号    ） 

総合 評点 

耐震改修工事等

の実施予定時期 
年   月 

入 居 予 定 時 期 

（未入居の場合） 
年   月 

  注 簡易耐震診断の結果は、過去に市が実施した簡易耐震診断を受けた場合のみ

記入すること。 
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様式第２号（第７関係） 

 

年  月  日 

 

長野市住宅耐震診断士派遣事業中止（廃止）申出書 

 

 

長野市長     宛 

 

申出者 住 所 

氏 名           

連絡先（電話） 

 

   年  月  日付け  建指 第  号で耐震診断士の派遣の決定のあった、  

年度長野市住宅耐震診断士派遣事業を下記の理由により中止（廃止）したいの

で、申し出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 事業を中止（廃止）する理由 

 

 

２ 事業の進捗状況 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 


